
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

企業（事業者）は、次のような安全管理措置を講じる必要があります。 

●組織的・人的安全管理措置 

• 担当者の明確化…担当者以外が個人番号を取扱うことがないように、取扱責任者や事務取扱担

当者など担当者を明確に！ 

• 適切な教育…従業員に対するマイナンバー制度概要の周知など、従業員への教育も大切！ 

●物理的・技術的安全管理措置 

 次のような措置を講じる必要があります（企業の規模に応じて対応） 

• 書類を保管できるカギ付き棚などを用意、書類を廃棄できるシュレッダーなどを用意 

• ウィルス対策ソフトウェア導入アクセスパスワードを設定、取扱担当者を決め他の人は情報にアク

セスできない仕組みづくり 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

番号法上の主な罰則（企業や個人も主体になりうるもの） 

主 体 行 為 法定刑 

個人番号利用事務、

個人番号関係事務

などに従事する者

や従事していた者 

※１ 

正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された 

特定個人情報ファイル（個人番号や個人番号に対応する符号

をその内容に含む個人情報ファイル：個人情報データベース

等）を提供  

４年以下の懲役 または 

200万円以下の罰金 ※２ 

業務に関して知り得た個人番号を自己や第三者の不正な 

利益を図る目的で提供し、または盗用  

３年以下の懲役 または 

150万円以下の罰金 ※２ 

※１「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号を使って、行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。 

「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者に個人番号を記載した書面の提出などを行う者のことです。 

税や社会保障に関する書類を行政機関に提出する企業（民間事業者）は、個人番号関係事務実施者となります。 

※２ 両罰規定により、企業にも、行為者に対する額と同額の罰金刑が科されることがあります。
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 マイナンバー制度のスタートに備えて 

 

連載トピックス 

今回は、安全管理措置等にスポットを当てます。 

 
企業が個人番号を取り扱う上での注意点/安全管理措置編 

疑問：個人番号を取り扱う業務の委託や再委託はできますか？ 

回答：個人番号を取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。また、委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を

受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。委託や再委託を行った場合は、個人情報の安

全管理が図られるように、委託や再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。委託や再委

託を受けた者には、委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。 

疑問：小規模な事業者にも、罰則は適用されるのでしょうか？ 

回答：小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事

業者に適用されます。したがって、個人番号を取扱う以上、小規模な事業者についても、違反があれ

ば、番号法の罰則が適用されることになります。 

http://server01/scripts/cbag/ag.exe?page=MailSend&text=sr%40tsuchihashi%2Dsiki%2Ecom


 

 

 

 

 

 

 

１．派遣事業の健全化 

特定労働者派遣事業（届出制）と一般労働者派遣事業（許可制）の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業

を許可制とする 

２．より分かりやすい派遣期間規制への見直し 

現行制度では、専門業務等のいわゆる「26 業務」には期間制限がかからず、その他の業務には最長３年

の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、これを廃止し、新たに以下の制度を設ける 

① 事業所単位の期間制限： 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは３年を上限とする 

それを超えて受け入れるためには、過半数労働組合等からの意見聴取が必要 

② 個人単位の期間制限：   派遣先の同一の組織単位（課）における同一の派遣労働者の受入れは３年を 

上限とする 

３．派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ 

派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、以下の措置を

講ずる 

派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティン

グを派遣元に義務付け 派遣元の義務規定への

違反に対しては、許可の

取消も含め厳しく指導 
有期雇用の派遣労働者に対する派遣期間終了時の雇用安定措置（派遣先への直接

雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用など）を派遣元の努力義

務＊とする 

＊同一の組織単位の業務に３年間派遣される見込みがある者については派遣元の義務とする 

４．その他 

労働者派遣の位置付けの明確化、派遣労働者の均衡待遇の強化を図るなど 

なお、平成 27年 10 月１日からは、平成 24年改正で導入が決まっていた「労働契約申込みなし制度」が

施行されます。派遣先が一定の違法派遣を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣

先が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容と

する労働契約の申込みをしたものとみなされます。 

くわしくはつちはし事務所までお問い合わせください。 

 

 

 

あとがき◆つちはし事務所より 

☆ いよいよこの１０月からマイナンバーの通知が始まります。とはいえ、全国民に簡易書留を送るとい 

う初めての試みですので、ほぼ全員の手元に届くのは概ね１１月いっぱいぐらいになるのではないか 

と言われています。つちはし事務所からも９月初旬にマイナンバー取得のための書式等はお送りしま 

したが、顧問先様からつちはし事務所にどのような方法でマイナンバーをお知らせいただくかについては、業務ソフ

トのバージョンアップ待ちですので今しばらくお待ちください。追ってご連絡させていただきます。 

☆ 安保法制成立をめぐる国会混乱の陰で、労働基準法の改正は今国会では成立が見送られましたが、労働者派遣

法の改正はギリギリの日程で成立、そして９月３０日からの施行。前回の改正で導入が決まっていた「労働契約申

込みなし制度」をなんとか回避できる形となりました。さて、今職場にいる派遣労働者の方との契約は大丈夫でしょう

か？ このタイミングで今一度、契約内容のチェックをお願いします。 

本年９月の初旬に、「労働者派遣法の一部を改正する法律」が成立しました。以下で、主要な内容を紹

介します。なお、施行日は９月 30日です。 

 

労働者派遣法の一部改正法が今国会で成立 

 

最新情報 

 

労働者派遣法／平成 27年改正の概要 

 

発行：つちはし社会保険労務士事務所 TEL 088-611-5558 FAX 088-611-5580 


